
 

水産物輸出拡大連携推進事業実施要領 

 

制 定 ３ 水 漁 第 1 3 1 2 号 

令和３年 12月 24日 

水産庁長官通知  

 

第１ 目的 

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱（平成 28 年 10 月 11 日

付け 28 食産第 2762 号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」とい

う。）別表１事業の種類の欄中５（４）水産物輸出拡大連携推進事業（以下

「本事業」という。）の実施については、実施要綱及び農林水産物・食品輸

出促進緊急対策事業補助金交付要綱（平成 28 年 10 月 11 日付け 28 食産第

2771号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定めるも

ののほか、この要領に定めるところによる。 

 

第２ 事業実施主体 

実施要綱別表１の事業実施主体の欄中 21 の水産庁長官が別に定める者は、

複数の民間団体等（民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、

公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊

法人、認可法人、独立行政法人等）が本事業の実施のために組織した任意団

体（民法（明治 29 年法律第 89 号）上の組合に該当するものをいう。）とす

る。 

 

第３ 事業の目的、内容等 

 本事業を実施するために必要な本事業の目的、内容、採択基準、事業の実

施状況等の報告等は、以下のとおりとするほか、水産庁長官が別途定める公

募要領によるものとする。 

（１）事業実施等の手続 

ア 実施要綱別表１に基づき定められる本事業の事業実施主体（以下「輸出

拡大連携協議会」という。）は、実施要綱第５の１に基づくその事業実施年

度の事業実施計画を別記様式第１号により作成し、水産庁長官の承認を受

けるものとする。実施要綱第５の２の水産庁長官が別に定める事業実施計

画の重要な変更（以下「事業実施計画の重要な変更」という。）を行う場合

も同様に、別記様式第１号により事業実施計画の重要な変更を作成し、水

産庁長官の承認を受けるものとする。 

イ 事業実施計画の重要な変更は、次に掲げるものとする。 

（ア）輸出拡大連携協議会の代表機関又は構成員の変更 

（イ）事業の中止又は廃止 



（ウ）成果目標の変更を伴う事業実施計画の変更 

（エ）総事業費の３割を超える増減、国庫補助金の増又は３割を超える減 

（オ）交付要綱別表１の５-（４）１の経費と同２及び同３の経費の相互間に

おける増減 

（２）事業の成果目標 

ア 輸出拡大連携協議会は、（１）のアの事業実施計画において、事業実施年

度の３年後までの各年度における、以下の成果目標を定めるものとする。 

（ア）水産物輸出額 

（イ）輸出拡大連携協議会の活動 

（ウ）加工・流通コストの削減率や付加価値額の向上率等、バリューチェーン

の改善 

イ 輸出拡大連携協議会は、アの成果目標の達成状況について、事業実施年

度の３年後までの各年度末における達成状況を、別記様式２号により、翌

年度の６月 30日までに水産庁長官に報告するものとする。 

   報告においては、設定した成果目標の達成状況について、その理由を分析

するとともに、成果目標が達成されていない場合は、水産庁長官の指導・助

言を受けるなど、成果目標の達成に努めるものとする。 

ただし、当該期限までに適切に事業成果を評価することが困難であると 

見込まれる場合は、当該期限までに水産庁長官に報告の予定期日及び報告が

遅れる合理的な理由を届出の上、届出を行った報告予定期日までに確実に報

告するものとする。 

（３）事業実施状況の報告 

輸出拡大連携協議会は、実施要綱第７の規定に基づき、事業終了後速や

かに事業実施計画に準じて事業実施結果に係る報告書（農林畜水産業関係

補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）第６条第１項の規定に基

づく実績報告書をもってこれに代えることができる。）を作成し、水産庁長

官に提出するものとする。 

 

（４）その他 

ア 本事業を実施することにより、特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、

プログラム及びデータベースに係る著作権等権利化された知的財産（以下

「知的財産権」という。）を取得した場合、その知的財産権は、当該知的財

産権を取得した輸出拡大連携協議会の構成員に帰属するものとし、代表機

関には帰属しないものとする。ただし、輸出拡大連携協議会において別の

定めをした場合にはこの限りではない。 

    また、本事業の一部を輸出拡大連携協議会から受託する団体も含め、以

下の（ア）から（エ）までに示す条件を守ることとする。 

（ア）本事業により成果が得られ、知的財産権の出願及び取得を行った場合、



又は実施権を設定した場合には、その都度遅滞なく、国に報告すること。 

（イ）国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにし 

て当該知的財産権を利用する権利を求めた場合には、無償で、当該権利を

国に許諾すること。 

（ウ）当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的

財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められな

い場合において、国が知的財産権の活用を促進するために特に必要がある

としてその理由を明らかにして当該知的財産権を利用する権利を求めた

場合には、当該権利を第三者に許諾すること。 

（エ）本事業実施期間中及び本事業終了後５年間において、輸出拡大連携協議

会及び本事業の一部を受託する団体は、本事業の成果である知的財産権に

ついて、国以外の本事業の第三者に譲渡し、又は利用を許諾する場合には、

事前に水産庁と協議して承諾を得ること。 

イ アの知的財産権を取得した輸出拡大連携協議会の構成員は、本事業実施 

期間中及び本事業終了後５年間、収益の有無にかかわらず、毎年度、知的財

産権の譲渡又は実施権の設定等に伴う収益の状況を別記様式３により水産

庁長官に報告するものとする。 

水産庁長官は、本事業実施期間中及び本事業終了後５年間において、知的

財産権の譲渡又は実施権の設定等により相当の収益を得たと認められる場

合には、輸出拡大連携協議会の構成員に対して、次の算式によって得られた

金額を国に納付させるものとする。ただし、この納付金は、本事業に係る補

助金額を限度とする。 

    

                 Ｄ 

     Ｅ ＝ （Ａ－Ｂ） × － 

                 Ｃ 

Ａ：収入総額（消費税相当額を除く。） 

Ｂ：支出総額（消費税相当額を除く。） 

Ｃ：補助事業に要した経費 

Ｄ：本事業に係る国庫補助金 

Ｅ：納付すべき収益額 

 

ウ アの知的財産権を取得した輸出拡大連携協議会の構成員は、その利用又は

処分については、次のとおりとする。 

（１）当該事業を実施した年度及び当該年度の翌年度以降５年以内に知的財

産権知的財産権を放棄しようとするときは、別記様式第４－１号により

事前に水産庁長官と協議する。 

（２）当該事業を実施した年度の翌年度以降５年を経過した後に知的財産権



知的財産権を譲渡し、又は放棄した場合には、別記様式第４－２号によ

り水産庁長官に報告する。 

 

エ 財産の運用・管理規定 

輸出拡大連携協議会が、補助事業実施期間後に補助事業の目的に従い事業

の効果又は効率の向上を図るため、補助事業により取得した財産を実験等に

供しようとする場合は、水産庁長官の承認を得なければならない。なお、実

験等を第三者に委託して実施する場合も同様とする。 

 

オ 指導及び監督 

水産庁長官は、この事業の実施に関し必要な指導及び監督を行い、必要に

応じ、輸出拡大連携協議会からの報告を求めることができるものとする。 

 

 

附 則 

この通知は、令和３年 12月 24日から施行する。 

 



 
別記様式第１号 

 

令和３年度水産物輸出拡大連携推進事業実施計画（変更）承認申請書 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

水 産 庁 長 官  殿 

 

所 在 地  

協 議 会 名  

代 表 機 関  

代表者の役職及び氏名  

 

〇〇年度水産物輸出拡大連携推進事業について、下記のとおり事業実施計画を作成したので、水産物輸出拡大

連携推進事業実施要領（令和３年◯月◯日付け３水漁第◯◯◯号水産庁長官通知）第３の（１）の◯の規定に基づ

き、承認を申請します。 

  

記 

第１ 事業実施体制（変更） 

１ 輸出拡大連携協議会の構成 

〇代表機関 

商号又は名称  

事業種類・協議会の中での役割  

郵便番号・住所  

代表者氏名  

担当者氏名 

電話・FAX番号・メールアドレス 

 

経理責任者氏名 

電話・FAX番号・メールアドレス 

（注）経理処理に有効な資格の有無、経験年数も記載すること 

〇構成員                                                                                                                    

商号又は名称  

事業種類・協議会の中での役割  

郵便番号・住所  

代表者氏名  

主担当者氏名 

電話・FAX番号・メールアドレス 

 

経理責任者氏名 

電話・FAX番号・メールアドレス 

（注）経理処理に有効な資格の有無、経験年数も記載すること 

（注）全ての構成員について記載すること。 

申請書が連名で作成されている場合は、「郵便番号・住所」及び「代表者氏名」の欄は不要 
 

２ 外部委託先（外部への業務委託がある場合に記載） 

外部委託先  

委託内容  

委託を行う理由  

当該委託先の選定理由  

委託金額  

 



３ 事業資金の調達方法（事業費の自己負担分を支出する構成員について記載） 

資金の内訳 自己資金：借入金＝ 

借入金の種類  

借入金の担保予定 
（注）資金調達に当たって担保の設定を予定している場合は、借入を行う構成員

名、担保の対象、種類及び額について記載すること。 

 

４ 当該年度における他の補助事業への申請状況 

申請年度・事業名  

補助金額  

事業概要  

 

５ 過去３年間における補助事業の実績 

実施年度・事業名  

補助金額  

事業概要  

 

６ 経理処理体制 

（注）各構成員間の資金の流れ、各構成員における資金の管理・処理方法・外部監査の体制等について記載すること。 
 

第２ 事業（変更）の目的 

（注）輸出拡大連携協議会（又は構成員）が抱えている輸出における課題と、本事業によってそれをどのように解消しよう

とするのかを記載すること。 
 

第３ 事業（変更）の内容 

１ 輸出バリューチェーン改善検討事業 

検討会・調査 

等の名称 
実施時期 実施場所 目的・内容・必要性 実施体制 

金額 

（単位：千円） 
備考 

       

       

計 －  － －   

 （注）金額の欄には積算の内訳を記入すること。（人数、回数、費目別単価等） 
 

２ 輸出バリューチェーン改善システム等導入事業 

（１）電子システムの導入 

ア 電子システムの概要 

電子システムの概要  

導入の狙い・必要性  

導入・稼働スケジュール  

 

イ 導入するシステム・機器・備品等の詳細 

品名 仕様 数量 単価（円） 金額（円） 設置(使用)場所 備考 

       

       

計 － － －  －  

（注）１ 備考欄には購入、賃借の別等を記入すること。 

２ 購入の場合、所有権帰属者についても備考欄に記入すること。 

 

（２）水産物の加工に必要な機器・資材の導入 

ア 機器・資材の概要 



機器・資材の概要  

導入の狙い・必要性  

導入・稼働スケジュール  

 

イ 導入する機器・資材の詳細                                                                                            

品名 仕様 数量 単価（円） 金額（円） 設置(使用)場所 備考 

       

       

計 － － －  －  

（注）１ 備考欄には購入、賃借の別等を記入すること。 

２ 購入の場合、所有権帰属者についても備考欄に記入すること。                                                                                       

 

（３）水産物の集出荷・貯蔵・販売等に必要な機器・資材の導入  

ア 機器・資材の概要                                                 

 機器・資材の概要  

 導入の狙い・必要性  

 導入・稼働スケジュール  

 

イ 導入する機器・備品等の詳細                                                                                            

品名 仕様 数量 単価（円） 金額（円） 設置(使用)場所 備考 

       

       

計 － － －  －  

（注）１ 備考欄には購入、賃借の別等を記入すること。   

２ 購入の場合、所有権帰属者についても備考欄に記入すること。 

 

（４）水産物の品質・衛生等の管理に必要な機器・資材 

ア 機器・資材の概要 

機器・資材の概要  

 導入の狙い・必要性  

 導入・稼働スケジュール  

 

イ 導入する機器・備品等の詳細 

品名 仕様 数量 単価（円） 金額（円） 設置(使用)場所 備考 

       

       

計 － － －  －  

（注）１ 備考欄には購入、賃借の別等を記入すること。   

２ 購入の場合、所有権帰属者についても備考欄に記入すること。 

 

（５）その他、本事業の取組に必要な備品等 

  ア 機器・資材の概要 

機器・資材の概要  

 導入の狙い・必要性  

 導入・稼働スケジュール  

イ 導入する機器・備品等の詳細 



品名 仕様 数量 単価（円） 金額（円） 設置(使用)場所 備考 

       

       

計 － － －  －  

（注）１ 備考欄には購入、賃借の別等を記入すること。   

２ 購入の場合、所有権帰属者についても備考欄に記入すること。 

 

３ 輸出バリューチェーン改善実証事業 

実証する事項 実施時期 実施場所 必要性・実証方法 実施体制 
金額 

（単位：千円） 
備考 

       

       

計 －  － －   

 （注）金額の欄には積算の内訳を記入すること。（人数、回数、費目別単価等）                                                            
 

第４ 事業（変更）の目標 

目標 事業実施前 事業実施年度 １年後 ２年後 ３年後 

①水産物輸出額      

②輸出拡大連携協議会の活動      

③加工・流通コストの削減率

や付加価値額の向上率等、バ

リューチェーン全体の改善 

     

①～③の目標にかかる事業成果の評価方法 

① 

    ② 

    ③ 

（注）①については、輸出目標額と主な輸出先国を記載すること。 

  ②については、各年度における具体的な活動計画を記載すること。 

  ③については、流通コストを〇％削減等、具体的な目標値を記載すること。 

 

第５ 経費の配分 

区   分 
補助事業に 

要する経費 

負 担 区 分 
備   考 

国庫補助金 自己負担金 

 円 円 円  

合   計 円 円 円  

（注）備考欄には、積算基礎を入れること。 
 

第６ 添付書類 

  



別記様式第２号 

 

令和３年度水産物輸出拡大連携推進事業成果目標達成状況報告書 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

水 産 庁 長 官  殿 
 

 

 

所 在 地  

協 議 会 名  

代 表 機 関  

代表者の役職及び氏名  
           

 

 

水産物輸出拡大連携推進事業実施要領（令和３年◯月◯日付け３水漁第◯◯◯号水産庁長官通知）第３の（２）

のイの規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

１ 成果目標に対する実績 

実績 事業実施前 
事業実施年度 

（目標） 

１年後 

（目標） 

２年後 

（目標） 

３年後 

（目標） 

①水産物輸出額   

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

②輸出拡大連携協議会の活動   

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

 

（    ） 

③加工・流通コストの削減や

付加価値額の向上率等、バリ

ューチェーン全体の改善 

  

 

 

（    ） 

 

 

 

（    ） 

 

 

 

（    ） 

 

 

 

（    ） 

①～③の目標にかかる事業成果の評価方法 

① 

 ② 

 ③ 

 

２ 上記実績に対する評価 

 

 

 

 

 

（注）上記実績に対する、事業実施主体（輸出拡大連携協議会）の評価を記載すること。 

実績が目標に達していない場合は、目標の達成に向けた改善策も記載すること。 

  



別記様式第３号 

 

令和３年度水産物輸出拡大連携推進事業収益状況報告書 

 

 

番   号 

年 月 日 

水産庁長官 殿 

 

所 在 地  

協 議 会 名  

代 表 機 関  

代表者の役職及び氏名  

        
 

 

 

水産物輸出拡大連携推進事業実施要領（令和３年◯月◯日付け３水漁第◯◯◯号水産庁長官通知）第３の３（４）

のイの規定に基づき、下記のとおり報告する。 
 

（注） 知的財産権の譲渡又は実施権の設定等に伴い、補助事業に要した経費を超えて、収益が発生した場合は、以下の文章を加

えること。 

 

知的財産権の譲渡又は実施権の設定等に伴い、収益納付が生じたので、金○○○円を納付する。 

 

記 

 

１．収益の内容：○○に係る収益（知的財産権の譲渡又は実施権の設定等） 

 

２．収益の内訳 

項目 

収入総額 

（消費税相当額を除く） 

（Ａ） 

支出総額 

（消費税相当額を除く） 

（Ｂ） 

補助事業に要した 

経費 

（Ｃ） 

本事業に係る 

国庫補助金 

（Ｄ） 

納付すべき 

収益額 

（Ｅ） 

金額      

※算式は、Ｅ＝（Ａ－Ｂ）× （Ｄ／Ｃ）を用いること。 

報告時の注意：収益が発生しなかった場合は、収益はなかった旨を報告すること。 

  



別記様式第４－１号 
 
 

令和３年度水産物輸出拡大連携推進事業に係る知的財産権の放棄の協議 
 

番   号 

年 月 日 

水産庁長官 殿 

 

 

所 在 地  

協 議 会 名  

代 表 機 関  

代表者の役職及び氏名  

 
 
 

  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知があった標記の補助事業に関して、知的財産

権を放棄したいので、水産物輸出拡大連携推進事業実施要領（令和３年◯月◯日付け３水漁第◯◯◯号水産庁長

官通知第３の３の（１）の規定に基づき、下記のとおり協議する。 
 

記 
 
 

１  開発課題 

２  知的財産権の種類及び番号 

３  出願又は取得年月日 
４  知的財産権の概要 

５  放棄の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



別記様式第４－２号 
 
 

令和３年度水産物輸出拡大連携推進事業に係る知的財産権の譲渡（又は放棄）報告書 
 
 

番   号 

年 月 日 
 
 

水産庁長官 殿 
 

所 在 地  

協 議 会 名  

代 表 機 関  

代表者の役職及び氏名  

 
 

  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知があった標記の補助事業で取得した

知的財産権を譲渡（又は放棄）したので、水産物輸出拡大連携推進事業実施要領（令和３年◯月◯日付

け３水漁第◯◯◯号水産庁長官通知第３の３の（２）の規定に基づき、下記のとおり報告する。 
 

記 
 

１  開発課題 

２  知的財産権の種類及び番号 

３  出願又は取得年月日 

４  知的財産権の概要 

５  相手先及び条件（譲渡の場合） 

６ 放棄の理由（放棄の場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


